
会議の名称

出  席  者

せたがや道づくりプラン(案)について 道路・交通計画部

（仮称）世田谷区立経堂複合施設整備基本構想について
世田谷総合支所
保健福祉政策部
高齢福祉部

「（仮称）世田谷区第三次男女共同参画プラン」（骨子案）について 生活文化政策部

区有地を活用した民設民営放課後児童クラブの整備について
子ども・若者部
教育委員会事務局

マイナンバーカード発行体制強化に伴う区民利用施設の利用停止について 地域行政部

備　　考
所  管  課

(会議録作成所管)

【意見等】
・第三次男女共同参画プラン（骨子案）について審議を行い、本件を了承する旨の説明があった。
・計画全体に専門用語が多く、区民にとって理解のハードルが高くなっているのではないかとの意見が
あり、補足説明を用いて分かりやすく工夫すべきとの指摘があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 4

【意見等】
・大規模化している松丘小新ＢＯＰ学童クラブの近隣において新たに区有地の活用が可能となったこと
から、当該区有地において民設民営放課後児童クラブの整備に取り組む旨の説明があった。
・今後の児童数の見通しと学童クラブの利用者数との関係について、どのように分析しているのかとの
質問があった。
・このことについて、児童数の動向には学校ごとの差があることから、地域ごとの状況を踏まえるとと
もに、共働き世帯の増加などによる需要動向も考慮し、施設整備を検討していく旨の説明があった。
・学童保育の需要が将来的に減少局面を迎えた場合における、施設運営の在り方について質問があっ
た。
・このことについて、新ＢＯＰ学童クラブの特性を活かし、配慮を要する子どもへの支援や環境面の充
実など、施設縮減ではなく質の向上を重視した取組へ転換するなど、今後の状況を踏まえ、検討してい
く考えが示された。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

5

【意見等】
・マイナンバーカード発行体制強化に伴い、区民利用施設の一部を利用停止する対応について審議を行
い、本件を了承する旨の説明があった。
・現状の交付体制が逼迫していることから、今後の体制拡充に向けた検討を進めるよう意見があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

政策経営部　政策企画課

会　議　録
令和８年５月８日開催政策会議

開催日時
令和８年５月８日（金曜日）午前９時３０分から
　　　　　　　　　　　　　午後０時１０分まで

区長、清水副区長、松村副区長、教育長、世田谷総合支所長、北沢総合支所長、玉川総合支所長、砧総合支所
長、烏山総合支所長、政策経営部長、総務部長、区長室長、生活文化政策部長、環境政策部長、保健福祉政策
部長、都市整備政策部長、教育政策・生涯学習部長

審議概要 1

【意見等】
・道路の新設・拡幅整備に関する総合的な方針である「せたがや道づくりプラン」について、先に実施
した「道づくりプラン(素案)」に対するパブリックコメントを踏まえ、案として取りまとめた旨の説明
があった。
・道路予定地について、工事着手までの期間、有効な活用が出来ないのかという意見があり、暫定的な
利用であることを前提にイベントの会場としての使用や花壇の設置等、活用の可能性はあるとの議論が
された。
・パブコメの意見について、一覧で出すだけではなく、どのような意見が出たのか視覚的にも分かりや
すくしてほしいとの指摘があり、資料の作り方を検討するとの回答があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 2

【意見等】
・経堂複合施設整備基本構想（案）について審議を行い、本件を了承する旨の説明があった。
・活動フロアを、区民同士の交流が生まれるオープンな空間とした点が評価できるとの意見があった。
・公共施設の設計にあたり、緑の配置やごみ置き場配置など、景観や環境面への配慮を引き続き検討し
ていくべきとの意見があった。
・既存施設で利用率の高い機能を新施設にも活かすべきとの意見があった。
・周辺住民への丁寧な説明と十分な情報共有・調整が不可欠であるとの意見があった。
・まちづくりセンターと地区会館の複合にあたり、各諸室の活用について柔軟な運用ができるよう工夫
すべきとの意見があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 3

審議概要

1/1


